
４．医療機関種類別概算医療費

(1) 医療機関種類別　医療費の動向

a. 医療費総額の伸び率（対前年同期比）
（単位：％）

総　計
医科計 歯科計 保険 訪問

医科 医科 薬局 看護
病院 大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 診療所 ｽﾃｰｼｮﾝ

平成18年度 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.4 3.0 ▲ 2.0 0.9 ▲12.6 0.3 ▲ 2.8 3.4 12.5

平成19年度 3.1 2.3 2.4 4.2 1.4 3.5 ▲12.3 2.0 ▲ 0.2 8.9 8.4

平成20年度 1.9 1.1 1.4 4.6 ▲ 0.0 2.4 ▲14.1 0.3 2.6 5.3 15.9

平成21年度 3.5 3.0 3.4 5.6 3.3 3.4 ▲ 4.2 1.9 ▲ 0.7 7.9 10.8

４～９月 3.9 3.3 3.5 6.4 3.4 3.3 ▲ 3.1 2.6 ▲ 0.7 9.0 10.4

10～３月 3.1 2.7 3.3 4.8 3.2 3.4 ▲ 5.4 1.2 ▲ 0.7 6.8 11.3

平成22年4～12月 3.8 4.1 5.6 8.0 5.8 5.3 ▲ 6.0 0.8 2.3 2.9 12.4

４～９月 3.9 4.3 5.7 7.9 5.9 5.4 ▲ 5.4 1.2 1.4 3.0 12.7

10～12月 3.6 3.8 5.4 8.4 5.5 5.1 ▲ 7.0 0.0 4.3 2.7 11.7

11月 6.4 6.0 7.3 10.0 7.6 6.8 ▲ 5.1 3.3 8.4 7.0 14.8

12月 3.6 3.6 5.1 7.4 5.4 4.8 ▲ 7.2 0.3 3.7 3.2 10.8

注1.病院は経営主体別に分類している。
注2.「大学病院」には、病院のうち、医育機関である医療機関を分類している。
注3.「公的病院」には、病院のうち、国（独立行政法人を含む）の開設する医療機関、公的医療機関（都道府県、市町村等）

及び社会保険関係団体（全国社会保険協会連合会等）の開設する医療機関を分類している。但し、医育機関を除く。
注4.医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいる。

b. 休日数等の影響を補正した医療費総額の伸び率（対前年同期比）
（単位：％）

総　計 対前年同期差（日）
医科計 歯科計 保険 休日

医科 医科 薬局 日祭日 土曜日 でない
病院 大学病院 公的病院 法人病院 個人病院 診療所 木曜日

平成18年度 0.0 ▲ 0.3 ▲ 0.5 3.0 ▲ 2.1 0.8 ▲12.7 0.2 ▲ 2.9 3.2 0 － 1 -

平成19年度 3.0 2.2 2.3 4.0 1.2 3.4 ▲12.4 1.9 0.1 8.9 ＋ 1 0 -

平成20年度 2.2 1.4 1.8 4.9 0.3 2.8 ▲13.7 0.7 2.8 5.8 0 ＋ 1 -

平成21年度 3.6 3.1 3.5 5.7 3.4 3.4 ▲ 4.2 2.0 ▲ 0.6 8.1 0 ＋ 1 -

４～９月 4.5 3.8 4.0 6.9 3.9 3.7 ▲ 2.6 3.3 0.1 10.0 ＋ 1 ＋ 1 -

10～３月 2.7 2.3 3.0 4.5 2.9 3.2 ▲ 5.7 0.8 ▲ 1.3 6.2 － 1 0 -

平成22年4～12月 3.4 3.7 5.3 7.7 5.5 5.0 ▲ 6.3 0.2 1.5 2.3 － 1 0 － 3 

４～９月 3.4 3.9 5.3 7.5 5.5 5.0 ▲ 5.8 0.6 0.6 2.2 － 1 0 － 1 

10～12月 3.4 3.5 5.2 8.2 5.3 4.9 ▲ 7.2 ▲ 0.4 3.4 2.6 0 0 － 2 

11月 3.7 3.7 5.5 8.1 5.7 5.0 ▲ 6.9 ▲ 0.1 4.9 2.8 － 1 0 0 

12月 3.2 3.2 4.8 7.1 5.1 4.5 ▲ 7.5 ▲ 0.3 2.4 3.0 0 0 － 1 

医療費の伸び率（対前年同月比）に対する休日数等１日当たりの影響補正係数 （単位：％）

日曜・祭日等 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 1.8 ▲ 1.9 ▲ 1.9 ▲ 1.8 ▲ 1.8 ▲ 3.4 ▲ 3.5 ▲ 4.2

土　曜 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.2

休日でない木曜日 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.6 ▲ 1.3 ▲ 0.2

注1.上記の補正係数は、「種類別概算医療費」における補正係数及び医療機関種類別の入院・入院外比率を用いて推計したものである。
注2.閏日に係る影響補正係数は、当月が閏日の場合3.6％、前年同月が閏日の場合▲3.4％とした。
注3.平成21年度までの影響補正係数は、従来の計数（平成21年度まで用いていたもの）を使用。
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